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３・１３ 重税反対全国統一行動 須崎集会 
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３月１３日(金)、３・１３重税反対全国統一行動須崎集会が行われ、須崎民商・農民組合

併せて８０人程が参加しました。今年は受付前混雑防止のため整理券を受付開始前に配り

ました。受付後には日付スタンプ所を設け、日付スタンプを押すかたちでしたが、申告書を

切り離したりと時間がかかり少し混雑が見られました。 

集会では、須崎民主商工会・高橋旦会長の挨拶から始まり、全商連が作成した動画「憲法

と税金 たたかってこそ権利は守られる」を視聴。憲法の成り立ちからも分かる今税制や税

金への認識のおかしさについて学びました。代表格として「消費税」を例に解説。消費税は

事業者に直接課される税金であるのにも関わらず（東京地裁も「預り金でない」と判決）、

国民が負担し事業者が納税している「預り金」や「益税」としての見方は法的根拠がなく、

租税法律主義を無視したものと言える。また、給与から様々な税金を天引きされているサラ

リーマンの法的地位は申告納税制度から最も遠いものとなっている。仕方がないではなく

上がり続ける税金に不満を感じるのは国民共通。３・１３統一行動を通して皆で権利を訴え

ていきましょう。と締めくくりました。動画視聴後、民商事務局より、申告書の最終確認、

提出の注意事項、提出時に提出した証明となる《リーフレット》の受け取りの説明がありま

した。最後は農民組合・片岡さんの挨拶で閉会となりました。 

集会後は整理券順に会場を出発し、税務署へ。今年は申告書提出の際、税務署側が時間を

要していたようで、税務署前での待ち時間が例年より長くなってしまいました。また、強風

により体感温度４℃という厳しい気候の中、待っている方からは「寒い～」「あ～飛ばされ

た～」と風に飛ばされた書類を追いかける方もいたりと大変な様子でした。来年はなるべく

外での待ち時間が少なく、会場内で待てるよう会場出発時間の連携を徹底したいと思いま

す。寒い中、皆さん本当にお疲れ様でした。 
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